
告 示

�愛媛県告示第１２９３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和２年１２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

くすりのレデイ問屋町店・ペットＳＴＥＰ松山問屋町店

松山市問屋町１６３番地１２ 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社西南企画

松山市宮西一丁目２番１号

代表取締役 辻 正道

高知食糧株式会社

高知県高知市朝倉南町９番１２号

代表取締役社長 山� 大輔

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社レデイ薬局

松山市南江戸四丁目３番３７号

代表取締役 白石 明生

高知食糧株式会社

高知県高知市朝倉南町９番１２号

代表取締役社長 山� 大輔

� 大規模小売店舗の新設をする日

令和３年７月２０日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，５６９平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

５２台

イ 駐輪場の収容台数

９５台

ウ 荷さばき施設の面積

１５７平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１３立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

株式会社レデイ薬局

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後１０時

高知食糧株式会社

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時３０分から午後１０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

５箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

令和２年１１月１９日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

発 行 愛 媛 県
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することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１２９４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

令和２年１２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

サニーＴＳＵＢＡＫＩ古
川店

松山市古川西二丁目
９８５番地 外 大規模小売店舗の名称 サニーＴＳＵＢＡＫ

Ｉ椿店
サニーＴＳＵＢＡＫ
Ｉ古川店

令和２年
４月１７日

令和２年
１１月２０日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社サニーマー
ト
ほか２者

株式会社サニーＴＳ
ＵＢＡＫＩ

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１２９５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和２年１２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

サニーＴＳＵＢＡＫＩ古
川店

松山市古川西二丁目
９８５番地 外 駐車場の位置及び収容台数 １６９台 ９９台 令和３年

７月２１日
令和２年
１１月２０日

駐輪場の位置及び収容台数 １４８台 ６３台

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置 ４箇所 ３箇所 令和２年

１１月２１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

愛 媛 県 報令和２年１２月４日 第１６３号
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�愛媛県告示第１２９６号
保安林予定森林（令和２年９月愛媛県告示第１０１１号）に係る通知

の相手方の所在が不分明であるので、森林法（昭和２６年法律第２４９

号）第１８９条の規定により、その通知の内容を松山市役所の掲示場

に掲示するとともに、次のとおりその要旨を告示する。

令和２年１２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所及び所在が不分明である通知の相手

方

保安林予定森林の所在
場所

所在が不分明である通知の相
手方 備 考

松山市上怒和乙５１
松山市上怒和甲４８５

山 本 松 利
森林所有者

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

松山市上怒和乙５１（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び松山市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２９７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和２年１２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市伯方町有津字北道甲１０９７の２、甲１１０２、甲１１０４、甲１１０５

の１、甲１１０５の２、甲１１０６、字北浦道乙１６３、乙１６４、乙１６６から

乙１７１まで

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字北道甲１０９７の２・甲１１０２・甲１１０４・甲１１０５の１・甲１１０５

の２・甲１１０６（以上６筆について次の図に示す部分に限る。）、

字北浦道乙１６４・乙１６６から乙１６８まで（以上４筆について次

の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２９８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和２年１２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

四国中央市下川町字猪ノ窪乙１１１の６、乙１１１の１０、乙１１１の１２、

乙１１１の１５、乙１１１の２０、乙１１１の２７、字猪ノ窪谷７２５、字猪窪谷７２

６、７２８

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字猪ノ窪乙１１１の６・乙１１１の２７（以上２筆について次の図

に示す部分に限る。）、字猪窪谷７２６（次の図に示す部分に

限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び四国中央市役所に備え置いて縦覧に供する。）

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報令和２年１２月４日 第１６３号
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�愛媛県告示第１２９９号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局土佐国道事

務所長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があった。

令和２年１２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（３級基準点測量、４級基準点測量）

２ 作業期間 令和２年７月１日から

１０月３０日まで

３ 作業地域 愛媛県上浮穴郡�万高原町中津

�愛媛県告示第１３００号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和２年１２月４日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�愛媛県告示第１３０１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

令和２年１２月４日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�愛媛県告示第１３０２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和２年１２月４日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�愛媛県告示第１３０３号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

令和２年１２月４日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人住友別子病院 医療機関併設型小規模介護老人保健施
設 王子苑 愛媛県新居浜市王子町３番１号 令和２年１０月１日 訪問リハビリテー

ション

社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛
県済生会 済生会今治老人保健施設希望の園 愛媛県今治市喜田村七丁目１番６号 令和２年１０月１日 訪問リハビリテー

ション

社会福祉法人 はぴねす福祉会 ユニット空床利用型指定短期入所生活
介護事業所 プラチナプレイス 愛媛県新居浜市一宮町二丁目６番７２号 令和２年１０月１日 短期入所生活介護

一般社団法人笑結 ヘルパーステーションましろ 愛媛県四国中央市土居町小林６９３番地 令和２年１０月１日 訪問介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人住友別子病院 医療機関併設型小規模介護老人保健施
設 王子苑 愛媛県新居浜市王子町３番１号 令和２年１０月１日 介護予防訪問リハ

ビリテーション

社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛
県済生会 済生会今治老人保健施設希望の園 愛媛県今治市喜田村七丁目１番６号 令和２年１０月１日 介護予防訪問リハ

ビリテーション

社会福祉法人 はぴねす福祉会 ユニット空床利用型指定短期入所生活
介護事業所 プラチナプレイス 愛媛県新居浜市一宮町二丁目６番７２号 令和２年１０月１日 介護予防短期入所

生活介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

新居浜市農業協同組合 ＪＡ新居浜市 愛媛県新居浜市坂井町三丁目１０番４０号 令和２年１０月３１日 訪問介護

愛 媛 県 報令和２年１２月４日 第１６３号
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�愛媛県告示第１３０６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

中島土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の届

出があった。

令和２年１２月４日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

就 任

退 任

�愛媛県告示第１３０４号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

令和２年１２月４日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

�愛媛県告示第１３０５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和２年１２月４日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１１０００２１９ 社会福祉法人くじら 長崎県大村市富の原一
丁目１１１３番地１ 田 � 耕太郎 短期入所 グループホーム伊予く

じら
愛媛県伊予市下吾川４６
２番地１８

令和２年
１１月１日

３８２１０００２２５ 社会福祉法人くじら 長崎県大村市富の原一
丁目１１１３番地１ 田 � 耕太郎 共同生活援助 グループホーム伊予く

じら
愛媛県伊予市下吾川４６
２番地１８

令和２年
１１月１日

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５１００００８７ 社会福祉法人くじら 長崎県大村市富の原一
丁目１１１３番地１ 田 � 耕太郎

児童発達支援
保育所等訪問
支援

児童発達支援センター
伊予くじら

愛媛県伊予市上吾川１０
３８番地３

令和２年
１１月１日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人 みかん会 デイサービスセンターれもん 愛媛県伊予郡松前町恵�美８０４番地１ 令和２年１０月１日 通所介護

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 俊 成 定 志 松山市中島大浦２３７１

〃 河 崎 石 明 松山市小浜５６８－１

〃 杉 野 重 遠 松山市長師１０１８－１

〃 里 康 典 松山市宮野６２６

〃 宮 本 伊勢和 松山市神浦７４８

〃 中 田 孝 志 松山市宇和間甲７７３

〃 向 井 祐 一 松山市熊田甲６１９

〃 天 満 一 樹 松山市吉木４３０－１

〃 戎 居 直 幸 松山市饒甲２３１

〃 向 井 増 美 松山市畑里甲９２９

〃 金 子 晶 年 松山市中島粟井甲８１６

〃 吉 田 幸 夫 松山市上怒和甲６３７－１

〃 川 下 松 英 松山市元怒和甲９９５

〃 絹 笠 又 明 松山市津和地２８０

〃 豊 田 勝 松山市二神甲４５０

〃 森 本 哲 一 松山市睦月３４０

監 事 濱 田 研 眞 松山市宮野４５７

〃 柳 原 要 松山市饒４４５

〃 玉 井 雄 松山市津和地４１１

〃 中 富 宣 行 松山市三番町３丁目２－１６ ダイアパ
レス三番町�４０１号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 田 元 次 松山市畑里５９３

〃 山 本 昭 宏 松山市中島大浦３０９２

〃 山 本 良 幸 松山市中島大浦１８０７

〃 杉 野 重 遠 松山市長師１０１８－１

〃 中 村 石 尚 松山市宮野５５５

〃 河 崎 石 明 松山市小浜５６８－１

〃 宮 本 伊勢和 松山市神浦７４８

〃 向 井 祐 一 松山市熊田甲６１９

〃 中 田 孝 志 松山市宇和間甲７７３

〃 石 丸 陸 平 松山市吉木甲７７８

〃 柳 原 要 松山市饒４４５

〃 金 子 晶 年 松山市中島粟井甲８１６

〃 岡 野 光 浩 松山市上怒和甲４１２

〃 松 本 伊勢史 松山市元怒和甲９８１

〃 絹 笠 又 明 松山市津和地２８０

〃 山 根 健 一 松山市二神甲３３９

〃 高 野 孟 松山市睦月１３８３

愛 媛 県 報令和２年１２月４日 第１６３号
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�愛媛県告示第１３０７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和２年１２月４日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和２年１１月２５日

３ 指定道路の位置

東温市志津川字花畑甲５０８番３の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３２．１４メートル

� 幅員 ４．２０メートル

監 事 河 上 浩 史 松山市長師７５２

〃 岡 田 泰 人 松山市畑里１３０５

〃 山 田 郁 夫 松山市元怒和甲１２５１

〃 中 村 信 秀 松山市睦月１３７８

令和２年１２月４日 発行

愛 媛 県 報令和２年１２月４日 第１６３号
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